
 

 

 継手専門業者の承認等に関する施行の細目 

 

制定 平成15年３月28日技術開発担当部長決 

最近改正 令和７年３月27日技術監理担当課長決 

 

（目的） 

第１条 この細目は、資材等審査委員会設置要綱（平成７年１０月３１日局長決。以下「要綱」という。）

第２条の規程に基づき、継手専門業者の新規承認、承認更新、承認取消しに関する事項を定める。 

（承認申請） 

第２条  継手専門業者からの承認申請書類は、別紙１のとおりとする。 

２ 申請書類は、工務部土木施設課（技術監理担当）（以下「土木施設課（技術監理担当）という。」にお

いて受け付ける。 

（承認手続） 

第３条  承認の手続きは、別紙２のとおりとする。 

（承認基準） 

第４条  継手専門業者の承認基準は、別紙３のとおりとする。 

（書類審査） 

第５条  承認申請書類については、土木施設課（技術監理担当）が書類審査を行う。なお、審査は承認用チ

ェック用紙（様式－５）に基づき行う。 

（作業部会） 

第６条  管路資材分科会（以下「分科会」という。）の継手専門業者審査事項について、第１次審査及び会

社検査等を行うため作業部会を設置する。 

２ 作業部会の審査事項は、継手専門業者の新規承認、承認更新及び承認取消しに関する事項とする。（書

類審査及び会社検査完了後の状況に基づき第１次審査を行う。） 

３ 作業部会長は、第１次審査の結果を分科会へ報告する。 

４  作業部会は、部会長及び部会員をもって構成する。 

５  部会長及び部会員は、別表１に掲げる者をもってあて、部会長は、作業部会員の中から技術監理担当課

長が指名する。 

（審査請求） 

第７条 土木施設課（技術監理担当）は、承認申請書類の審査完了後に、作業部会に第１次審査を請求し、

その結果を分科会に報告するとともに承認審査を請求する。また、会社検査完了後においても、作業部会

に第１次審査を請求し、その結果を分科会に報告するとともに承認審査を請求する。 

（会社検査願） 

第８条  分科会の審査において、会社検査の実施が決定すれば、申請者から会社検査願（別紙１）を土木施

設課（技術監理担当）へ提出させる。土木施設課（技術監理担当）は検査願の審査を行う。 

（会社検査） 

第９条  分科会の審査を経て、会社検査を実施する。 

２  検査は、書類上の検査、工具・機具等の検査、継手実地作業検査とする。なお、検査は、承認用チェッ

ク用紙（様式－７）に基づき行う。 



 

また、土木施設課（技術監理担当）は申請者と検査方法、検査年月日等について、協議のうえ決定する。 

（検査基準） 

第10条 検査の基準は、第４条の承認基準のとおりとする。 

（会社検査の結果報告） 

第11条  検査員は、検査完了後、遅滞なく会社検査実施報告書（様式－８）に承認用チェック用紙（様式－

７）及び検査記録写真（申請者側にて撮影）を添付し土木施設課（技術監理担当）に２部提出する。 

２ 前項の検査記録写真には、検査全般の状況、黒板等に検査年月日、検査場所、検査内容の事項、申請者

名、検査員名が明記されたもの及び検査員が撮影されていなければならない。 

（会社検査員の構成） 

第12条 検査員は、作業部会員、土木施設課（技術監理担当）及び関係所属職員で構成し、総員３名とする。

その内１名は係長級以上とする。 

（検査費用） 

第13条 検査に要する費用、設備、機材等は、すべて申請者の負担とする。ただし、書類審査及び会社検査

において当局が要する費用は除く。 

（承認の有効期限） 

第14条  承認の有効期限は、承認の日から満５年とする。 

（承認の更新手続） 

第15条  承認の更新手続きは、満５年の有効期限を経過する場合に行う。更新時には、原則として新規承認

時と同様の書類審査及び会社検査を実施する。 

  ただし、書類審査において第４条の承認基準について問題がないと判断できる場合は、資材等審査委員

会設置要綱第６条の定めにより分科会の審査結果により、会社検査を免除することができる。 

（承認の取消） 

第16条 承認後、重大な過失又は施工能力等に疑義が生じたときは、分科会において、審議・検討を行い、

承認を取消す場合がある。 

（決議） 

第17条 継手専門業者の新規承認、承認更新、承認取消しに関する各決議は、分科会委員の決裁によって決

議する。 

（承認、更新、取消の決定通知） 

第18条 前条の各決議に伴い、土木施設課（技術監理担当）は継手専門業者及び関係所属長に通知する。 

（事務処理） 

第19条 この細目に係る事務処理は、土木施設課（技術監理担当）にて行う。 

（承認内容の変更の届出等） 

第20条 継手専門業者は、申請書類の内容に変更が生じたときは、遅滞無く様式－９に定める承認内容変更

届（申請）書を提出しなければならない。 

２ 承認内容変更届出（申請）書には、別紙１に定める承認申請書のうち、変更が生じたものについて添付

するものとする。 

３ 前項の承認の手続きは第３条によるものとし、承認の用件は第４条によるものとする。その他承認に関

する要件は、第１１条、第１２条及び第１３条によるものとする。 

（承認の辞退） 

第21条 継手専門業者の承認を辞退希望するときは、遅滞なく様式－１０に定める承認辞退願いを提出しな



 

ければならない。 

 

 附 則 

この細目は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成16年４月14日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成18年４月12日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成19年４月1日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成22年7月1日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成28年５月２日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和５年10月１日から施行する。 

附 則 

この改正規定は、令和６年４月８日から施行する。 

附 則 

この改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

     別表１ 

         作業部会        部会員     東部水道センター担当係長（配水管工事） 

                         部会員     西部水道センター担当係長（配水管工事） 

                         部会員     南部水道センター担当係長（配水管工事） 

                         部会員     北部水道センター担当係長（配水管工事） 

                         部会員     工務部配水課担当係長（維持管理） 

                         部会員     工務部土木施設課担当係長（配水本管設計）



 

(別紙１) 

承認申請書類及び会社検査願書類 

 

 

承認申請書類（各２部提出） 

 (1) 承認願（新規・更新）（様式－１，２） 

 (2) 誓約書（様式－３） 

 (3) 会社組織体制表（様式指定なし） 

 (4) 工事実績調書（様式－４） 

     ・承認基準（別紙－１）に基づく、過去３年間連続の実績 

     ・契約書の写し又は発注者の証明書 

 (5) 主任技術者実務経歴書 

 (6) 継手作業従事者の実務経歴書（様式指定なし） 

 (7) 継手作業従事者の日本水道協会、日本ダクタイル鉄管協会及び鉄管メーカー等主催の「配管技能講

習会」修了証の写し 

 (8) 労働安全衛生管理体制表（様式指定なし） 

 (9) 継手施工に必要な工機具類等の一覧表（様式指定なし） 

 (10) 工事写真（継手作業・水圧試験等） 

 (11) 会社経歴書及び会社案内（様式指定なし） 

 (12) 大阪市入札参加資格証（土木工事・鋼管工事） 

 (13) その他参考資料 

 

 

 

会社検査願書類（各２部提出） 

 (1) 会社検査願（様式－６） 

 (2) 検査スケジュール表（様式指定なし） 

 (3) 承認用チェック用紙（様式－７） 

 (4) 水道局庁舎から検査場所までの交通機関（時刻表）・最寄り駅から検査場所までの詳細位置図



 

【新規承認・承認更新の手続きフロー図】 

（別紙２） 

 

       【新規承認】                   【承認更新】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者より 

承 認 申 請・更 新 申 請 

審 査 

管 路 資 材 分 科 会 

（作 業 部 会） 

申請者より会社検査願提出 

審 査 

会 社 検 査 実 施 の 決 議 

会 社 検 査 実 施 

会社検査実施報告書提出 

管 路 資 材 分 科 会 

（作 業 部 会） 

承 認 決 裁 

申 請 者 ・ 関 係 先 に 通 知 

工務部 土木施設課（技術監理担当） 

（通 知） （有効期限：承認日から満５年） 

★承認申請書類（別紙１）は土木施設課（技術監理担当）で受理、 

土木施設課（技術監理担当）は承認用チェック用紙（様式－５）に

基づき書類審査 

★【審査】 

・作業部会にて新規承認・承認更新等の第１次審査 

・分科会審査 

（申請書類の報告） 

（会社検査の是非） 

（会社検査員の選定等） 

★会社検査実施の決定 

・申請者は会社検査願（別紙１、様式－６）を工務部 土木施設課

（技術監理担当）へ堤出 

★土木施設課（技術監理担当）は会社検査願書類の書類審査 

★工務部 土木施設課（技術監理担当）は申請者と検査年月日、検査

内容、方法等の調整  

    

★土木施設課（技術監理担当）で決裁手続 

★承認用チェック用紙（様式－７）に基づき会社検査 

（書類上の検査及び継手の実地作業等現場検査） 

★検査員→工務部 土木施設課（技術監理担当）→分科会 

★【審査】 

・作業部会審査 ・分科会審査 

（会社検査の報告） 

★土木施設課（技術監理担当）で決裁手続 

・決裁にて資材等審査委員会委員長及び管路資材分

科会各委員へ報告。承認の決定 

★土木施設課（技術監理担当）で決裁手続 

会社検査免除の場合 

★会社検査を行う必要がなく、管路資材分科会で特に検討すべき事項が無い場合は、承認決裁の回議を

管路資材分科会審議と兼ねることが出来る。 



 

（別紙３） 

継手専門業者の承認基準 

 

 

１ 承認方法  

   書類審査及び会社検査により承認する。 

 

２ 承認条件 

 (1) 当該の承認申請年を含む過去３年間連続で、配水管口径４００㎜以上の耐震継手工事の施工実績

（下請工事も可とする。）が毎年１件以上あり、その施工延長が同様に過去３年間で合計1.0㎞以上

であること。 

 なお、承認の対象は配水管口径が４００㎜以上のＮＳ、ＫＦ、Ｓ、ＳⅡ、Ｕ、ＵＦ、ＵＳ、ＰⅠ、

ＰＮの各継手である。 

 (2) 会社に継手作業従事者が３名以上在籍していること。この継手作業従事者は、日本水道協会、日本

ダクタイル鉄管協会等、主催の「配管技能講習会」の修了者もしくは、それと同等の技能を有してい

ること。 

 (3) 会社に建設業法による主任技術者の有資格者が１名以上在籍していること。 

 (4) 継手施工に必要な工具、機具等が整備されていること。 

 (5) 社内の労働安全衛生管理が適正に行われていること。 

 (6) 継手に関する技術情報が、社内施工担当者全員に的確に周知できる体制であること。 

 (7) 大阪市入札参加有資格会社であること。 

 

３ 提出書類 

   承認申請書類（各２部堤出） 

 (1) 承認願（新規・更新） 

 (2) 誓約書 

 (3) 会社組織体制表 

 (4) 工事実績調書 

 (5) 主任技術者実務経歴書 

 (6) 継手作業従事者の実務経歴書 

 (7) 上記、承認条件(2)の「配管技能講習会」等の修了証（写し） 

 (8) 労働安全衛生管理体制表 

 (9) 継手施工に必要な工機具類等の一覧表 

 (10) 工事写真（継手作業・水圧試験等） 

 (11) 会社経歴書及び会社案内 

 (12) 大阪市入札参加資格証（土木工事・鋼管工事） 

 (13) 継手に関する技術情報の周知体制 

(14) その他参考資料 

 

   会社検査願書類（各２部堤出） 



 

 (1) 会社検査願 

 (2) 検査スケジュール表 

 (3) 承認用チェック用紙 

 (4) 水道局庁舎から検査場所までの交通機関（時刻表）・最寄り駅から検査場所までの詳細位置図 

 

（但し、承認更新については、分科会の審査結果により会社検査を免除することができる。） 

 

４ 書類審査 

申請書類に基づいて書類審査を行う。 

 

５ 会社検査  

申請書類に基づいて会社検査を行う。 

 

６ 承認決定の方法 

土木施設課（技術監理担当）へ申請のあった承認願について、分科会で承認基準に基づいて審査及び

会社検査を行い、管路資材分科会各委員の決裁により承認を決定する 


